
市内公立こども園等自動体外式除細動器(ＡＥＤ)購入仕様書 

 

１ 本体製品機能等 

(１)日本の薬事法において、医療機器として薬事許可を受けていること。また、医

療機器承認番号を得ていること。 

(２)１歳未満の乳児や幼児に使用することを想定し、最新の日本蘇生協議会（JRC）

ガイドラインに準拠した製品であること。 

(３)成人モードと小児モードの切り替えが容易であること。 

(４)使用の際、日本語の音声ガイダンスによって、自動体外式除細動器（AED）の使

用を誘導できる機能を備え、音声が聞き取りにくい場所でも使用できること。 

(５)最新の日本蘇生協議会（JRC）ガイドラインで推奨されている二相波形除細動

器であること。 

(６)自動体外式除細動器（AED）本体の耐用期間が８年以上であること。 

(７)バッテリー方式で作動し、バッテリーの寿命はバッテリーを交換することなく、

待機寿命が４年以上のものであること。 

(８)電極パッドの有効期限は、２年以上であること。 

(９)自己診断機能を有し、毎週１回以上セルフテストを実施し、故障、不具合が確

認された場合は、音声又は光等で異常を知らせる機能を有すること。 

(10)胸骨圧迫と人工呼吸のための一時中断時間終了後、再度ショックが必要な場合、

１２秒（代表値）以内でショック可能であること。 

 

２ 製品構成（１施設） 

(１)自動体外式除細動器（AED） １台 

(２)バッテリー １台以上（待機寿命が４年以上のもの） 

パッドと一体となっている製品は、成人用・未就学児用の２台 

(３)パッド 

成人・小児パッドを各１組（兼用の場合は１組） 

(４)付属品 １セット 

タオル又はガーゼ 

ハサミ 

人口呼吸用マウスピース、マスク又はシート 

剃刀又は脱毛テープ 

手袋 等 

(５)ＡＥＤ本体収納バック １個 

(６)ＡＥＤ設置シール又はステッカー １枚 

(７)説明書 

薬事法に定める説明書 １冊 



使用方法が容易に理解できる簡易な説明書 １冊 

(７)定期交換品 

ア 耐用年数がパッド（２年）、バッテリー（４年）の場合 

２年後：成人・小児用パッドを１組 

４年後：成人・小児用パッドを１組、バッテリー１台（待機寿命４年以上） 

６年後：成人・小児用パッドを１組 

  イ 耐用年数がパッド（４年）、バッテリー（４年）の場合 

    ４年後：成人・小児用バッド１組、バッテリー１台(待機寿命４年以上） 

(８)その他 

小児モードで使用する際に必要なもの（小児用キーFRx用等）は付属すること。 

 

３ その他 

(１)納入機器は、新品でなければならない。 

(２)故障による修理、消耗品の経年による交換、自動体外式除細動器（AED）使用後

のメンテナンス等が必要となった場合には速やかに対応できること。 

(３)納入に際しては、担当者との打合せを行い、その指示に従うこと。 

(４)納入日程について、各こども園等と日程調整すること。 

(５)納入時に、施設担当者に対し、本体及び付属品等の取扱い並びに心肺蘇生法を

含む使用方法の説明を十分に行うこと。 

(６)納入に当たっての運搬、搬入、収納バックへの保管、検査取扱説明、既存機器

の撤去及び処分に要する費用については、全て受注者の負担とし、入札金額に

含めること。 

(７)電極パッド・バッテリーの定期交換は使用期限内に行うこと。（各こども園等

へ郵送又は現地にて交換作業を行うこと。） 

(８)電極パッドを使用した際にも交換品を用意し、郵送又は現地にて交換作業を行

うこと。 

(９)郵送の場合、返送用封筒等を用意し、使用済みパッド・バッテリー等を回収で

きるようにすること。 

(10)納入した機器がガイドラインの変更により適していない場合、その内容を通知 

すること。 

(11)本仕様書に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指

示に従うこと。 

 

４ 参考機器 

(１)日本光電工業株式会社 

   ＡＥＤ－３１００ カルジオライフ 

(２)株式会社フィリップス・ジャパン 

ハートスタートＦＲx＋ｅ 



(３)日本ストライカー株式会社 

   サマリタンＰＡＤ３５０Ｐ 未就学児用パッドパック付 

   ８年保証安心パック 

※ 同等以上の性能を有するものを可とする。同等品について、カタログ等参考資

料を添付し、「入札募集情報」の「入札に関する質問」期限までに申請し、承認

を得ること。 

※ 記載の３製品について、同等品申請は必要ありません。 

 

５ 納入先、納入数及び納入期限 

納入先 住所 電話番号 納入数 納入期限 

神岡保育所 神岡町田中 668-2 0791-65-1193 １台 

契約締結日から令和６年

５月３１日まで 

小宅南こども園 龍野町富永 404 0791-63-4640 １台 

揖西中こども園 揖西町構 47-1 0791-66-2405 １台 

西栗栖こども園 新宮町鍛冶屋 77 0791-78-0813 １台 

御津北こども園 御津町中島 980 079-322-2278 １台 

御津南こども園 御津町岩見 320 079-322-2502 １台 

 


